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第３節 雇用確保に向けた取組と課題 

 

第１節と第２節では、感染拡大の下で生じた雇用、賃金・所得の属性別の変化、また、よ

り構造的な変化である人口減少や働き方改革の進展といった構造的な要因によってもたらさ

れた雇用の新たな動きを分析した。本節では、企業の雇用維持の取組やその特徴について、

過去の経済ショック時との比較も含めて分析するとともに、我が国の労働市場の特性につい

て雇用調整の観点から国際比較も交えて考察する。その上で、雇用確保に向けた課題につい

て考察する。 

 

１ 企業の雇用維持の取組とその持続性 

  

（引き続き雇用保蔵は高水準。リーマンショック時と異なり、非製造業の増加が顕著） 
2020年の前半は、国内外における感染拡大の影響と感染拡大を防止するために経済を人為

的に抑制したことにより、総需要は大幅に減少したものの、失業の大量発生は生じなかった。

2020年１月に 2.4％であった完全失業率は、徐々に上昇したものの、最高でも 10月の 3.1％

に止まり、2021年１月時点では 2.9％となっており、大規模な雇用調整は行われなかった。

雇用者数は４月に前月から 108万人と大きく減少したものの、６月を底に増加へと転じ、2021

年１月時点では 5,989万人と３月対比で 58万人減まで持ち直している。 

需要変動に対して雇用変動が小幅に止まった背景には、企業による主体的な雇用維持や政

府による雇用、事業を守るための支援策による下支えがある。そこで、どの程度の雇用が守

られたのかという量感について、過去の労働生産性を基に活動に必要となる雇用者数と実際

の雇用者数の差を一時的に企業内部に抱え込まれた雇用、雇用保蔵として定義し、推計しよ

う。内閣府（2020）でも全体及び製造業の雇用保蔵を推計しているが、今回は、感染症によ

って特に影響を受けた対面型サービス業の動向を詳細に把握するため、非製造業のうち、宿

泊・飲食サービス業、生活関連サービス・娯楽業、卸売・小売業（以下、「飲食・宿泊サービ

ス業等」という。）を抽出して推計した18。 

その結果、2020年４－６月期（期中平均）は、労働生産性が低下する中で、製造業では 210

万人程度、非製造業では 440万人程度の雇用保蔵が生じたと推計された。非製造業について

は、飲食・宿泊サービス業等が 330万人程度と大半を占めている。景気が持ち直しの動きに

転じた７－９月期には、製造業及び非製造業の雇用保蔵は、それぞれ 140 万人程度、240 万

人程度（うち、飲食・宿泊サービス業等は 170万人程度）へと減少し、さらに 10－12月期に

は、それぞれ 80 万人程度、160 万人程度（うち、飲食・宿泊サービス業等は 90 万人程度）

                          
18 内閣府（2020）では、2020年４－６月期（期中平均）の雇用保蔵は、製造業で 210万人程度、非製造業

で 430万人程度と推計している。 
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まで減少した。しかし、全体の雇用保蔵は完全失業者数を上回る高水準にあり、引き続き、

企業が政府の支援策を活用しながら雇用維持を図っている様子がうかがえる（第２－３－１

図）。 

 

第２－３－１図 雇用保蔵の推計 

 

引き続き、雇用保蔵は高水準。リーマンショック時と異なり非製造業の増加が顕著 

 

 

 
（宿泊業・飲食業を除き、生産活動の低下に比べ、労働投入量の減少は抑制的） 
こうした企業による雇用維持の取組を別の角度から業種別にみていこう。今度は、鉱工業

生産指数等の生産活動量の変動を労働時間、雇用者数及び労働生産性の変動に分解すること
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　飲食・宿泊サービス業等 327 166

　その他 112 77

(備考) １．総務省「労働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、経済産業省「鉱工業指数」、「第３次産業活動指

数」、内閣府「国民経済計算」、厚生労働省ホームページにより作成。

２．稼働率とタイムトレンドを説明変数として推計した労働生産性関数のうち、日銀短観の雇用人員判断ＤＩがゼロ

であった2012年の稼働率を代入したものを適性労働生産性として雇用保蔵率を推計。

３．全産業の稼働率は製造業のもので代用。非製造業（その他）の雇用保蔵者数は、全産業、製造業及び非製造業

（飲食・宿泊サービス業、生活関連サービス・娯楽業、卸売・小売業）の差分。非製造業の内訳は、2013年第Ⅰ四

半期から掲載。詳細は付注２－１参照。
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で、労働投入量と生産性の動きに要因分解し（2020年２～12月）、これをリーマンショック

時（2008年９月～2009年３月）における動き方と比較する19。 

まず、製造業の動向をみると、これまでのところ、最大で 20％程度減少した生産量に対し

て労働投入量の減少は９％程度にとどまったことから、結果として生産性は 10％程度低下し

た。また、労働投入量の減少は、専ら労働時間の削減により行われたことがみてとれる。６

月以降、生産活動が急速に回復したことに伴い、労働投入量の減少率も縮小し、同時に労働

生産性も感染拡大前の水準に戻りつつある（第２－３－２図（１））。 

非製造業については、全体としては製造業に比べて生産活動量の変動は大きくないが、業

種別にみると一様ではない。運輸・郵便業では、生産活動量の減少に応じた労働投入量の削

減を雇用者数ではなく、労働時間により実施する傾向がうかがえる。他方、宿泊・飲食業、

生活関連サービス業・娯楽業では、リーマンショック時に比べて大きな需要ショックに見舞

われ、生産活動量が大きく減少した。この減少に比べれば労働投入量の調整程度は小さい（生

産性が低下）ものの、労働時間の減少（時短や休業）だけでは対応できず、雇用者数を削減

せざるを得なかった状況がうかがえる（第２－３－２図（２）～（９））。 

 

第２－３－２図 生産活動量、労働投入と生産性の動向 

 

宿泊業・飲食サービス業を除き、生産活動の低下に比べ、労働投入量の減少は抑制的。 

 

                          
19 比較に当たっては、リーマンショック時は、ショック発生時の 2008 年９月（景気の山は 2008 年２月）

から景気の谷である 2009 年３月までの生産活動量と労働投入量の変化をとり、今回は感染症の影響に焦

点を当てるため、全国規模のイベントの中止、延期、規模縮小等の対応の要請や小学校等の臨時休校の要

請が行われた 2020 年２月からデータの最新時点の 2020 年 12 月までの生産活動量と労働投入量の変化を

みた。また、生産活動量については、緊急事態宣言の下、経済活動の人為的な抑制もあり 2020年の春先に

急減した後、経済の段階的な再開により、その後は回復傾向にあることから、2020年２月からボトムの期

間についても比較している。 
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（雇用調整助成金等による失業抑制効果は、リーマンショック時を上回る） 
今回の新型コロナウイルスの感染拡大に対し、政府は 2020 年４月に緊急事態宣言を発出

し、外出自粛や休業要請を行うなど経済活動を人為的に抑制する一方で、事業、雇用、生活

を守るため、様々な支援策が講じられた。中小企業・小規模事業者、フリーランスを含む個

人事業主の事業継続のための持続化給付金、家賃支援給付金、政府系金融機関や民間金融機

関による実質無利子・無担保融資、さらに、雇用については、雇用調整助成金等の制度を相
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（９）医療・福祉（７）生活関連サービス業・娯楽業

（備考）１．総務省「労働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、経済産業省「鉱工業指数」、「第
３次産業活動指数」により作成。

２．「労働時間の増減」は各期間の総実労働時間指数の変動率、「雇用者数の増減」は各期間の雇
用者数の変動率を示す。「製造業」の「労働時間の増減」以外は、内閣府にて季節調整。また、
（６）及び（７）の世界金融危機時の「労働時間の増減」は、毎月勤労統計において現時点と
比較可能なデータがないため、表示されていない。

３．「生産活動量の増減」は各期間の鉱工業指数又は第３次産業活動指数の増減率。季節調整値。
４．「生産性の変動」は、生産活動量の増減から労働時間及び雇用者数の増減を控除した値。
５．感染症（2020年２月～2020年12月）の「最低月」とは、当該期間内における鉱工業指数又は
第３次産業活動指数の３か月移動平均値が最低値をとった時点（（３）のみ９月。その他は６
月）における、各変数の同年２月比の減少率を示している。
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- 101 - 

次いで拡充20するなど、企業による雇用維持の取組を支援してきた。このうち、雇用調整助成

金については、リーマンショック時を大きく上回るペースで支給されている（第２－３－３

図）。厚生労働省によるサンプル調査を基に、業種ごとに雇用調整助成金の支給決定件数と事

業所数の比率をみると、宿泊業・飲食サービス業では活用事業所割合が５割を超え、生活関

連サービス業・娯楽業でも５割近くに達している21。また、製造業、運輸・郵便業でも４割近

い水準となっている（第２－３－４図）。リーマンショック時は製造業が中心であった22雇用

調整助成金の利用先は、今回は非製造業が中心となっている。 

 こうした雇用調整助成金等は、企業の雇用維持の取組を支援することで、失業を抑制して

いる。サンプル調査データ等を基に推計すると、2020年４－６月期の失業率は、雇用調整助

成金の特例措置等がない場合に比べて、３％ポイント程度抑制されたと見込まれる（第２－

３－５図）23。なお、本試算は、雇用調整助成金等の利用人数を推計し、過去の経済ショック

時の雇用調整に関するアンケート調査結果をもとに雇用調整助成金等がない場合の失業率を

機械的に算出したものであるが、実際の雇用調整は、企業がショックによる経済の落ち込み

がどの程度続くと想定するかなどにも依存するため、試算結果は相当の幅を持ってみるべき

ものである。いずれにせよ、リーマンショック時の雇用調整助成金による失業率の抑制効果

が 0.5～1.0％程度であった24ことを踏まえると、今回の効果はそれを大きく上回るものとみ

られる。 

 

 

 

 

 

                          
20 新型コロナウイルス感染症対策として、雇用調整助成金の日額上限額や助成率引上げなどの特例措置が

相次いで講じられたほか、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成するため令和２年４月１日に緊急

雇用安定助成金が創設され、さらには、感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休

業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった者を対象に新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・助成金が創設（令和２年４月１日からの休業が対象）された。 
21 複数回申請し、支給決定されている事業所も含まれている。 
22 第２－３－４図の活用事業所割合は、産業ごとの雇用保険事業所数に占める当該産業の支給決定件数の

割合であり、複数回申請し、支給決定された事業所も含まれることから、単純に比較できないが、独立行

政法人労働政策研究・研修機構「雇用調整助成金の政策効果に関する研究」によると、2008年度から 2012

年度の産業別の雇用調整助成金の受給事業所割合は、製造業が 26.3％、情報通信業が 13.3％、運輸業・郵

便業が 10.2％と製造業で高くなっている。 
23 厚生労働省が公表する雇用調整助成金等の累積支給決定金額を基に、サンプル調査から得られる休業者

１日当たりの平均支給金額を活用し、毎月勤労統計調査の常用雇用者数等の統計データ、さらには過去に実

施された雇用調整助成金の活用に関するアンケート調査等を用いて試算。詳しくは付注２－２を参照。 
24 内閣府（2012）では、拡充された雇用調整助成金制度により、2009 年後半の失業率は最大で１％程度抑

制、内閣府政策統括官（2012）では、リーマンショック後の 2009 年後半には、30～70 万人程度の失業者

を減少させ、失業率を 0.5～1.0％程度抑制したとしている。 
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第２－３－３図 雇用調整助成金等の活用状況 

リーマンショック時を大きく上回るペースで活用されている。 

 

第２－３－４図 雇用調整助成金等の活用状況（支給決定件数（累積）） 

宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス・娯楽業で活用割合が特に高い 

 

 

（備考）厚生労働省「雇用調整助成金等支給決定状況」、「雇用調整助成金支給

実績（週報）」、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

（週報）」により作成。
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（2020年７月～）
雇用調整助成金

（2009年１月～）

（2020～21年）

（2009年）

（備考）１．厚生労働省令和２年度雇用政策研究会第２回資料により作成。

２．同資料では、2020年４～８月の間に行われた雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の支給

決定について、都道府県労働局ごとに、その４～５％を目安として抽出されたサンプルを基

に推計された全体の支給決定件数や活用事業所割合等が掲載されている。

雇用調整助成金の活用状況 （参考）緊急雇用安定助成金

↓

大分類
支給決定
件数

支給決定
件数

（推計）
（千件）
（a）

雇用保険
事業所数
（千件）

(b)

活用
事業所
割合

(a)/(b)

活用
事業所
割合

1 宿泊業,飲食サービス業 6,950 78 137 56.8% 9.7%

2 生活関連サービス業,娯楽業 4,462 50 105 47.5% 3.7%

3 製造業 9,588 107 271 39.6% 1.9%

4 運輸業,郵便業 2,705 30 79 38.3% 1.8%

5 教育,学習支援業 808 9 38 23.6% 5.3%

6 卸売業,小売業 7,484 84 379 22.1% 2.0%

7 不動産業,物品賃貸業 1,173 13 63 20.8% 1.4%

8 分類不能の産業 79 1 5 18.9% 3.5%

9 情報通信業 1,049 12 64 18.3% 1.0%

10 サービス業（他に分類されないもの） 2,999 34 198 17.0% 1.5%

11 学術研究,専門・技術サービス業 2,353 26 165 15.9% 1.0%

12 医療,福祉 2,701 30 265 11.4% 1.2%

13 建設業 3,711 42 416 10.0% 0.2%

14 金融業,保険業 157 2 25 7.0% 0.6%

15 電気・ガス・熱供給・水道業 14 0 3 6.1% 0.4%

16 鉱業,採石業,砂利採取業 11 0 2 5.5% 0.0%

17 漁業 17 0 4 4.9% 0.5%

18 複合サービス業 108 1 34 3.5% 0.2%

19 農業・林業 71 1 27 2.9% 0.3%

20 公務（他に分類されるものを除く） 5 0 14 0.4% 0.1%

46,445 520 2,293 22.7% 1.9%合計
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第２－３－３図 雇用調整助成金等の活用状況 

リーマンショック時を大きく上回るペースで活用されている。 

 

第２－３－４図 雇用調整助成金等の活用状況（支給決定件数（累積）） 

宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス・娯楽業で活用割合が特に高い 
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（週報）」により作成。
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に推計された全体の支給決定件数や活用事業所割合等が掲載されている。
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雇用保険
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1 宿泊業,飲食サービス業 6,950 78 137 56.8% 9.7%

2 生活関連サービス業,娯楽業 4,462 50 105 47.5% 3.7%

3 製造業 9,588 107 271 39.6% 1.9%

4 運輸業,郵便業 2,705 30 79 38.3% 1.8%

5 教育,学習支援業 808 9 38 23.6% 5.3%

6 卸売業,小売業 7,484 84 379 22.1% 2.0%

7 不動産業,物品賃貸業 1,173 13 63 20.8% 1.4%

8 分類不能の産業 79 1 5 18.9% 3.5%

9 情報通信業 1,049 12 64 18.3% 1.0%

10 サービス業（他に分類されないもの） 2,999 34 198 17.0% 1.5%

11 学術研究,専門・技術サービス業 2,353 26 165 15.9% 1.0%

12 医療,福祉 2,701 30 265 11.4% 1.2%

13 建設業 3,711 42 416 10.0% 0.2%

14 金融業,保険業 157 2 25 7.0% 0.6%

15 電気・ガス・熱供給・水道業 14 0 3 6.1% 0.4%

16 鉱業,採石業,砂利採取業 11 0 2 5.5% 0.0%

17 漁業 17 0 4 4.9% 0.5%

18 複合サービス業 108 1 34 3.5% 0.2%

19 農業・林業 71 1 27 2.9% 0.3%

20 公務（他に分類されるものを除く） 5 0 14 0.4% 0.1%

46,445 520 2,293 22.7% 1.9%合計
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第２－３－５図 雇用調整助成金等による失業率抑制効果 

雇用調整助成金等で企業の雇用維持を支えた規模は、失業率に換算すると四半期あたり２～３％程度 

 

（雇用確保には売上高回復につながる政策対応、人財不足業種への移動支援が必要） 
 2020 年は企業による雇用保蔵と雇用調整助成金等による政策支援によって大規模かつ急

激な雇用調整を回避した。しかし、今後は、経済活動の回復や支援策の動向によっては、企

業の雇用維持の持続性に影響が生じる。特に、今後の景気回復や我が国経済の成長に関する

企業の見方が今後の雇用を大きく左右することから、感染拡大防止とともに、早期の需要回

復や成長力強化に向けた取組が重要である。また、企業の雇用保蔵余力の程度は収益力、言

い換えれば、どの程度の売上高で人件費を含めた費用を賄えるかという程度にも依存してい

る。少ない売上高でも費用を賄える方が雇用保蔵力はあるということである。そこで、実際

の売上高と損益が分岐する売上高の比率（損益分岐点比率）をみると、2019年の産業平均（全

規模）の損益分岐点比率は 73％であった。すなわち、売上高が 27％以上減少すると、赤字に

なることを意味している。我が国企業は、産業平均では、相当程度の耐性を持っているよう

に思われるが、感染症の影響を大きく受けている業種の比率をみると、飲食サービス業（92％）、

宿泊業（92％）、生活関連サービス業（88％）と総じて高く、中小企業ほど高い。こうした業

種では、売上高の減少が当該企業の雇用保蔵余力の喪失に直結しやすい（第２－３－６図）。 

 また、製造業や非製造業全体の売上高は、４－６月期に損益分岐点売上高の近傍まで減少

したものの、７－９月期、10－12月期は増加し、損益分岐点売上高を上回っている。しかし、

（備考）１．総務省「労働力調査」、独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用調整の実施と

雇用調整助成金の活用に関する調査」、「雇用調整助成金の政策効果に関する研究」、

厚生労働省「毎月勤労統計調査」、雇用調整助成金ホームページ、新型コロナウイルス

感染症対応休業支援金・給付金ホームページ、令和２年度雇用政策研究会第２回資料

により作成。

２．詳細は付注２－２参照。
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非製造業のうち、宿泊業や娯楽業の売上高は、４－６月期が損益分岐点売上高を大きく下回

った後、10－12月期も下回る状態にある。（第２－３－７図）。 

今後、売上高の回復が遅れて損益分岐点売上高を下回る状態が続くと、企業としては、損

益分岐点売上高を引き下げる取組を一層加速させる必要が生じ、追加的な雇用調整圧力が高

まるおそれもある。このため、ミクロ的な視点からは、当面は雇用調整助成金等による雇用

維持への支援を行いつつも、特に感染症の影響による需要抑制、売上減少に直面している業

種等には、感染防止を伴った代替的な販路開拓や売上高の回復につながる政策対応が求めら

れる。また、マクロ的な視点からは、将来の経済社会の姿を見据えた上で、人財を必要とし

ている成長産業への失業なき労働移動を促していくことが求められており、マッチング支援

や新たな業種に適応するためのスキルアップ支援などの強化が求められる25。 

 

第２－３－６図 業種別の損益分岐点比率 

宿泊業、飲食サービス業の損益分岐点比率が高い 

 

                          
25 令和２年度第３次補正予算、令和３年度予算当初案では、①出向・移籍の斡旋を行う産業雇用安定センタ

ーの体制の拡充、マッチング支援機能の強化、②円滑な労働移動を支えるための出向元・出向先企業双方

への新たな助成金の創設、③業種・職種を越えた転換を伴う再就職等を促進する都道府県の取組の支援、

④感染症の影響による離職者を試行（トライアル）雇用する事業主への新たな助成、等の措置が盛り込ま

れている。 

企業規模別・業種別の損益分岐点比率（2019年）

（備考）１．財務省「法人企業統計季報」により作成。

２．中小企業は資本金１千万円以上１億円未満。

３．損益分岐点比率＝損益分岐点売上高／売上高

損益分岐点売上高＝固定費／限界利益率＝固定費×売上高／（売上高－変動費）

固定費＝人件費＋支払利息・割引料＋減価償却費

変動費＝売上高－固定費－経常利益

限界利益率＝（売上高－変動費）／売上高
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非製造業のうち、宿泊業や娯楽業の売上高は、４－６月期が損益分岐点売上高を大きく下回

った後、10－12月期も下回る状態にある。（第２－３－７図）。 

今後、売上高の回復が遅れて損益分岐点売上高を下回る状態が続くと、企業としては、損

益分岐点売上高を引き下げる取組を一層加速させる必要が生じ、追加的な雇用調整圧力が高

まるおそれもある。このため、ミクロ的な視点からは、当面は雇用調整助成金等による雇用

維持への支援を行いつつも、特に感染症の影響による需要抑制、売上減少に直面している業

種等には、感染防止を伴った代替的な販路開拓や売上高の回復につながる政策対応が求めら

れる。また、マクロ的な視点からは、将来の経済社会の姿を見据えた上で、人財を必要とし

ている成長産業への失業なき労働移動を促していくことが求められており、マッチング支援

や新たな業種に適応するためのスキルアップ支援などの強化が求められる25。 

 

第２－３－６図 業種別の損益分岐点比率 

宿泊業、飲食サービス業の損益分岐点比率が高い 
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ーの体制の拡充、マッチング支援機能の強化、②円滑な労働移動を支えるための出向元・出向先企業双方

への新たな助成金の創設、③業種・職種を越えた転換を伴う再就職等を促進する都道府県の取組の支援、

④感染症の影響による離職者を試行（トライアル）雇用する事業主への新たな助成、等の措置が盛り込ま

れている。 

企業規模別・業種別の損益分岐点比率（2019年）

（備考）１．財務省「法人企業統計季報」により作成。

２．中小企業は資本金１千万円以上１億円未満。

３．損益分岐点比率＝損益分岐点売上高／売上高

損益分岐点売上高＝固定費／限界利益率＝固定費×売上高／（売上高－変動費）

固定費＝人件費＋支払利息・割引料＋減価償却費

変動費＝売上高－固定費－経常利益

限界利益率＝（売上高－変動費）／売上高

0

20

40

60

80

100

全
産
業

製
造
業

非
製
造
業

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業

医
療
、
福
祉

教
育
、
学
習
支
援
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

運
輸
業
、
郵
便
業

卸
売
業
、
小
売
業

建
設
業

娯
楽
業

情
報
通
信
業

学
術
研
究
、

専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

（％）

全規模 中小企業

- 105 - 

第２－３－７図 業種別の売上動向（全規模） 

損益分岐点比率が高い宿泊業では、売上の落ち込みも大きい  
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２ 国際比較からみたマクロ的な労働市場の特徴と雇用確保に向けた課題 

 

（雇用調整速度は各国間で収れんする傾向にあるが、我が国は相対的に低め） 
感染症による影響に限らず、何らかのショックが経済に生じれば、雇用は変動する。経済

に生じたショックに呼応して、雇用者数が新たな需要水準に近づいていく速さは、労働市場

の調整力や雇用調整速度と言われており、労働市場の特性を測る観点の１つである。この速

度を決める要因は、企業内部、企業間、産業間での労働移動の容易さであり、それは雇用制

度や雇用慣行に依存している26。 

 

第２－３－８図 雇用調整速度の国際比較 

雇用調整速度は国際的に収れんする傾向 

 

  

                          
26 雇用調整速度の概念においては、企業は雇用調整の費用と雇用維持のコストを比較考量し、全体のコス

トが最小になるよう雇用調整を行うことが仮定されている。調整費用を規定する要因として、雇用慣行や

雇用制度が挙げられており、例えば、雇用慣行として、当該企業に特殊的な技能の必要性の程度や雇用契

約の粘性（変更の容易さ、有期雇用者比率の違い）、雇用制度として、解雇法制の整備状況等の違いが挙げ

られる。詳しくは島田他（1982）、山本（2010）、小牧（1998）等を参照のこと。 

（備考）１．OECD.Stat、総務省「労働力調査」により作成。

２．色抜きの点は1980～99年、色付きの点は2000～19年の平均値。

３．推計式は以下のとおり。

lnE = C + α*lnY + β*ln（W/P）+ γ*lnE-1 + δ*T

E：雇用者数 Y：実質GDP W/P：一人当たり実質雇用者報酬 T：タイムトレンド

４．雇用調整速度は、１から前期雇用者数の係数（γ）を引いた値。

５．推計の結果、両期間ともにγが10％水準で有意となった国を掲載。

６．雇用者数について、日本は総務省「労働力調査」を使用。また、ドイツ、デンマーク及び韓国は、基データに

断層や欠損があるため、就業者数を使用。
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我が国を含め、ＯＥＣＤの主要国のデータを用いて長期的な雇用調整速度を部分調整モデ

ルにより２期間（1980～99年、20002019年）に分けて推計すると、各国間の雇用調整速度は、

ばらつきが縮小するという意味で、収れんする傾向がみられる。我が国の雇用調整速度は、

1980～99年には他国と比べて低い水準にあったが、2000～2019年は上昇しており、他国との

差も小さくなっている。定義的には、経済変動に対して雇用変動が大きくなったことを意味

するが、この背後にある動きとしては、例えば、雇用面におけるサービス業のウェイトの基

調的な上昇、有期雇用や短時間労働者の増加といった雇用の変化、あるいは、2000年代前半

に３つの過剰（過剰雇用、過剰設備、過剰債務）の処理が求められる中で雇用調整が進んだ

こと等が挙げられる27。ただし、調整速度は高まったが、諸外国と比べれば低位にあり、我が

国は相対的に経済ショックに対して雇用を減らすのではなく、当面は労働生産性の低下、賃

金と利益を減らすことによって吸収する傾向がある（第２－３－８図）。 

 

（今次の感染拡大に対し、各国でも企業の雇用維持の取組を支援） 
今次の世界的な感染拡大に対し、各国においても感染拡大を防止するための経済活動の抑

制策とともに雇用維持のための大胆な支援策が講じられてきた。このため、これまでの雇用

調整速度を前提としたＧＤＰ成長率、雇用変動、労働生産性の関係性とは異なる動きもみら

れる。2020年４－６月期における実質ＧＤＰの大幅な減少に対し、雇用調整速度の高いアメ

リカ、カナダでは雇用削減率が大きく、結果として労働生産性の低下率は小さい傾向がみら

れる。他方、イタリア、ドイツ、フランスでは雇用調整速度が高い、あるいは中程度の割に

は雇用者数の減少率が小幅に止まっており、過去の経済変動に対する労働市場の反応とは異

なった動きとなっている（第２－３－９図）。言い換えると、我が国のような雇用調整速度が

低い国同様に、労働生産性を低下させて雇用を維持する姿となっている。それを可能にした

のは、各国で講じられた雇用維持のための大胆な支援策である。例えば、フランスでは、経

済情勢等に起因する操業短縮あるいは一時停止を理由に労働時間の削減や事業所の一時閉鎖

を行った場合に事業主から従業員に手当が支払われる一時帰休（部分的失業）制度について、

雇用主に対する補てんを拡充した28。ドイツでは、感染症の影響により操業短縮を余儀なくさ

れた企業や従業員を支援する従業員操業短縮手当（Kurzarbeitergeld）について、支給要件

の緩和29や補てん割合の拡充30が行われた。また、英国では、休業中の従業員を対象に人件費

                          
27 雇用面におけるサービス業のウェイトの変化については、樋口（2001）、雇用形態の変化については、内

閣府（2009）、「３つの過剰」については、小川（2009）を参照のこと。 
28 従業員一人一時間あたり約７ユーロから従業員に支払った手当の 100％へ拡充された。 
29 「事業所内の３分の１以上の従業員について 10％以上の賃金減少があること」という要件を「従業員の

10分の１以上が対象の場合」に引き下げられた。 
30 50％以上の操業短縮をされた労働者に対して、操業短縮手当の受給４か月目以降は操業短縮に伴う賃金

減少分の 70％（子を有する場合は 77％）、受給７か月目以降は 80％（子を有する場合は 87％）補てんする

こととされた。 
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の 60～80％（上限月額 1,875～2,500 ポンド）を支給するコロナウイルス雇用維持スキーム

（Coronavirus Job Retention Scheme）が講じられた。こうした雇用維持対策の効果もあり、

これらの国でも急激な失業率の上昇は回避された。他方、ＧＤＰ減少率との対比で雇用者数

の削減率が抑制された結果、労働生産性の低下幅が比較的大きくなっており、我が国同様の

姿となっている。なお、雇用調整速度が高いアメリカについては、従業員の給与等の支払い

のために一事業者あたり人件費の 2.5か月分（最大 1,000万ドル）までの融資を提供する給

与保護プログラム（ＰＰＰ：Paycheck Protection Program）31が講じられた一方で、雇用者

数は大きく減少した結果、見かけ上、労働生産性はむしろ感染拡大前より上昇している。 

 

第２－３－９図 雇用調整速度と 2020年の感染拡大時の雇用調整（国際比較） 

感染拡大の影響も、我が国は相対的に雇用減より労働生産性低下によって吸収 

 

 

（産業間労働変動は近年低下し、転職者の割合も横ばい） 
このように、今回の感染拡大防止では人為的に経済活動を抑制したことから、多くの国で

雇用の維持が優先された。雇用の維持には生産性の低下を伴うが、感染症がそう遠くない時

期に解決し、事業を再拡大していくという見通しの下であれば、改めて雇用するために必要

となるコストを考えると一定の合理性がある。アメリカ等の場合であれば、生産性をあまり

変動させずに雇用を増減することで影響を吸収しているが、何れのケースでも、公的な仕組

                          
31 従業員数を維持した場合には返済が免除となる。なお、各国の感染症に対する雇用維持対策の詳細につ

いては、内閣府政策統括官（2020b）を参照のこと。 
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み、例えば保険料負担を通じて失業給付や休業・時短への補助を行う仕組みがある下では、

社会全体としての短期的なコストは同じであるとの指摘もある32。 

ただし、既存企業、現在の雇用先における雇用維持に偏重しすぎると、変化が構造的な影

響を持っており、次の局面での成長経路が変化していくような場合には、構造的な停滞に陥

るおそれもある33。したがって、総体としての雇用は維持するとしても、個人が成長の期待さ

れる企業や業種へ円滑に移動していく仕組みや環境を整えることも必要である。 

そこで、マクロ的には雇用の安定が重視される我が国の労働市場は、産業レベルでも同じ

傾向にあるのか確認する。つまり、雇用者は産業間を移動しやすいのか否かということであ

る。これは、個別産業の雇用変動と産業全体の雇用変動のかい離を集計し、値が大きいほど

産業全体の雇用変動に比べて産業間の労働移動が活発であることを示すというリリエン指標

により検証できる。これまでの労働移動動向を振り返ると、過剰雇用、過剰設備、過剰債務

の３つの過剰の処理を迫られた2000年代前半やリーマンショックを含む2000年代後半では、

産業間の労働移動が高まっていたことが分かる。ただし、2016 年から 2020 年の平均値は、

2000年代前半に比べて低下している。これは個別産業の雇用変動が低下していることに加え

て、総雇用者数の増加により、産業全体の雇用変動が高まったことも影響している（第２－

３－10図（１））。また、労働移動の実勢について、労働者に占める転職者の割合を示す転職

入職率の推移をみると、一般労働者では、2010年代前半にやや高まったものの、その後はお

おむね横ばいで推移しており、近年、離転職が活発になっているわけではない（第２－３－

10図（２））。 

また、我が国の企業では、経済的なショックに対して雇用調整を行う場合でも、既存雇用

者の増減ではなく、新規採用、新卒採用者の増減によって調整する傾向が強い。内閣府政策

統括官（2020a）によると、新卒者数の変化は転職者数の変化よりも景気変動に感応的であり、

                          
32 神林（2012）では、雇用調整助成金の財源が失業給付と同じく雇用保険によって賄われるならば、休業の

場合も解雇の場合も、金銭が行き来するのは雇用保険特別会計から当該労働者であるので、仮に休業補償

と失業給付が同額で、雇用調整助成金が休業補償の全額を補助するとすれば、金銭の授受は会計上無差別

になる、としている。これに対して、山上（2017）では、休業手当の一部は企業が負担しているので、会

計上は無差別ではない、と指摘している。また、Boeri and Bruecker（2011）では、不況期の人員削減は

過剰な解雇を招くことから、労働時間の削減をシェアする方が公平かつ効率的としている。 
33 大竹（2000）では、雇用調整が一時的な景気後退によって生じている場合には、雇用調整助成金による雇

用維持が人的資本の減耗を防ぐことにより、景気回復時における生産性上昇をもたらし、雇用創出に寄与

することができるが、休業手当に対する補助が、構造不況業種といわれる雇用喪失が続いている産業にな

されている場合には、構造調整のスピードを低下させ、日本の労働者の適切な産業間配分をゆがめてしま

う可能性がある、と指摘している。他方、中馬他（2002）では、マクロの視点から見る限り、本来の主旨

に反して特定業種の長期的な業況悪化に雇用調整助成金が利用される事例は少なくなかったものの、当該

業種全体の雇用調整を長期にわたって滞らせ、失業指標を有意に低下させるほどの抑止効果はもたなかっ

た、と指摘している。 
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経済活動が１％低下すると、転職者数が 0.33％程度減少する一方、新卒者数は 0.74％程度低

下するという34。 

しかし、既に少子化が進展して新卒人口の減少が続いており35、ダイナミックな産業や業種

間の需要変動やイノベーションへの対応を図っていくためには、既存雇用者の企業間、産業

間の労働移動が不可欠となる。既存雇用者の離転職が必要に応じて円滑に実現できるよう、

企業や個人の人的資本形成の仕組みでの工夫、中途採用市場のマッチング力向上に向けた仲

介事業の改善、社会全体としては、離転職が不利にならないように、賃金制度や雇用制度、

それらの背景にある社会保障・税制度の改善を図っていくことが求められよう。 

 

第２－３－10図 労働移動を示す指標の推移 

産業間の労働変動は近年低下、転職者の割合も横ばい。 

 
 

                          
34 ただし、厚生労働省及び文部科学省「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」によると、今回の感染症

の影響の下でも、2021年度の大学卒業予定者の就職内定率は、2020年 12月１日時点で 82.2％と、2016

年度卒業者（2016年 12月１日時点、85.0％）と同程度で、リーマンショック後の 2010年度卒業者

（2010年 12月１日時点、68.8％）のような採用抑制の姿勢はみられていない。 
35 内閣府政策統括官（2020a）をもとに算出すると、新卒人口は 1960 年 163 万人（雇用者数に占める割合

6.9％）、70年 166万人（同 5.0％）、80年 159万人（4.0％）、90年 188万人（同 3.9％）、2000年 152万人

（2.8％）、10年 119万人（2.2％）、19年には 117万人（同 1.9％）となっている。 

（１）リリエン指標の推移 （２）転職入職率の推移

（備考）１．総務省「労働力調査」、厚生労働省「雇用動向調査」により作成。

２．（１）のリリエン指標は、各産業の雇用変動と産業全体の雇用変動の乖離を集計したものであ

り、値が大きいほど産業全体の雇用変動に比べて産業間の労働移動が活発であることを示す。

算出方法は以下の通り。

      
   

   
  

  
   

 
 

  :産業iの就業者数のウェイト、L ：就業者数全体、Li：産業iの就業者数

2003年に「労働力調査」の産業分類が変更されたことから、それ以前の値とは厳密には比較

できない。

３．（２）の2014年以前は、毎月勤労統計調査の不適切な事務処理を実施していたことに伴う再

集計前の数値であり、厳密には2015年以降とは接続しない。
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6.9％）、70年 166万人（同 5.0％）、80年 159万人（4.0％）、90年 188万人（同 3.9％）、2000年 152万人

（2.8％）、10年 119万人（2.2％）、19年には 117万人（同 1.9％）となっている。 

（１）リリエン指標の推移 （２）転職入職率の推移

（備考）１．総務省「労働力調査」、厚生労働省「雇用動向調査」により作成。

２．（１）のリリエン指標は、各産業の雇用変動と産業全体の雇用変動の乖離を集計したものであ

り、値が大きいほど産業全体の雇用変動に比べて産業間の労働移動が活発であることを示す。

算出方法は以下の通り。
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（労働者のスキルアップやその支援・環境整備の充実が必要） 
既存雇用者が職を変えること、勤め先を変える際には、本人のスキルと就業先の求めるス

キルのマッチングが課題となる。ＡＩの普及、自動化の急速な進展などにより生産活動・生

産形態が転換する中、雇用者に求められる技能や能力も急速に変化している。これに対応す

るためには、仕事を通じた技能の取得、いわゆるＯＪＴのみならず、リカレント教育を通じ

た、勤務外でも継続的なスキルアップの取組が求められる。内閣府政策統括官（2021）によ

ると、リカレント、とりわけ、Ｏｆｆ-ＪＴ36や自己啓発37の実施が転職を伴う収入増加の確率

や正社員以外の者の正社員化の確率を高める効果があることが示されており38、成長分野へ

の円滑な労働移動を促す観点からもリカレント教育のすそ野を広げていくことが重要である。 

しかし、我が国ではこうしたリカレント教育の普及が進んでいない。アジア太平洋地域の

14か国・地域を対象にした調査によると、勤務外での学習や自己啓発を行っていない就業者

の割合は、他国・地域に比べて著しく高い（第２－３－11図）。また、内閣府（2018）による

と、学び直しを行っている者の割合は、ＯＥＣＤ諸国平均を大きく下回っており39、学び直し

を行わない理由としては、費用が高すぎる（37.7％）ことに続いて、勤務時間が長くて十分

な時間がない（22.5％）ことが挙げられている。 

 

第２－３－11図 勤務先以外での学習や自己啓発を何も行っていない者の割合 
学習や自己啓発をしない者の割合は、アジア・オセアニア諸国・地域の中で最も高い 

 
                          
36 民間セミナー、社内勉強会、社内研修、社外勉強会、通信教育、派遣元研修への参加とされている。 
37 自習、大学等の講座受講、大学等の学位取得、海外留学の実施とされている。 
38 リカレント教育を実施した者と傾向スコアの近い未実施の者をマッチングし、ＡＴＴ（average 

treatment effect on the treated）を算出した結果、Ｏｆｆ-ＪＴは 3.0％ポイント、自己啓発は 4.6％

ポイント、主業以外の職業経験等は 6.5％ポイントと転職を伴う収入増加の確率を有意に上昇させる効果

が確認されている。 
39 内閣府（2018）によると、25～64歳のうち大学等の機関で教育を受けている者の割合は、日本は 2.4％と

ＯＥＣＤ諸国平均の 11％を大きく下回っている。 
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平均：13.3％

（備考）１．パーソル総合研究所「ＡＰＡＣ就業実態・成長意識調査（2019年）」により作成。

２．アジア太平洋地域14の国・地域の主要都市で、20～69歳の就業している人を対象とした調査。
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このため、ワークライフバランスの推進のみならず、労働者の能力開発・スキルアップの

観点からも、働き方の見直しによって一層効率的に働き、労働時間の短縮を図ることが求め

られる。また、労働者の自己啓発の取組に対しては、労働者に対する企業の教育訓練支出額

が低迷する中、教育訓練休暇制度の導入（導入予定も含む）も２割程度にとどまっており40、

学び直しや能力開発への支援の強化や環境整備が求められよう（第２－３－12図）。 

 

第２－３－12図 能力開発に対する支援・環境整備の状況 
 

企業の教育訓練支出や教育訓練を受講するための環境整備は低迷 

 

 
 

第４節 まとめ 

 

本章では、雇用・所得の観点から感染症の影響を考察してきた。感染拡大防止のために、

経済活動を人為的に抑制したこともあり、戦後最大のＧＤＰの落ち込みとなった昨年４月、

５月には休業者が増加し、女性や非正規雇用を中心に大きな影響が生じたことが確認された。

また、多くの高齢者や子育て世帯の女性が非労働力化した。その後、休業者は経済活動の再

開と共に減少し、就業者も持ち直したが、2021年に入っても、感染拡大以前の水準には戻っ

ていない。非労働力化した人々も次第に労働力へと戻ってきたが、高齢層の労働参加はあま

り進んでいない。失業率は抑制されているが、失業者数は男性を中心に増加しており、失業

期間の長期化もみられる。 

他方、厳しい経済環境にあっても、一昨年来、男性では 55歳以上、女性では 25～54歳を

中心として正規化の動きが続いている。男性 55 歳以上の場合、正規から非正規に移る確率

                          
40 就業支援への公的支出もＯＥＣＤ諸国に比べて日本は低い水準にある（付図２－10）。 

（１）労働者一人当たりの年間教育 （２）教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務

　　　訓練費（自己啓発支援）支出額 　　　制度の導入状況
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（備考）１．厚生労働省「能力開発基本調査」により作成。

２．（２）の導入状況は2019年10月１日現在。
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